
経営・事業等評価委員会 阪南水道事業料金検討部会 委員構成（案） 

【設置根拠】 

大阪広域水道企業団経営・事業等評価委員会規則（抜粋） 

（専門委員） 

第５条 委員会又は次条に規定する部会に、特定の分野に関する審議のため、必要に応じて専 

門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、特定の分野に関し優れた識見を有する者のうちから、企業長が任命する。 

（部会） 

第６条 委員会に、必要に応じて部会を置くことができる。 

２ 部会は、委員長が指名した委員及び専門委員で構成する。 

３ 部会に部会長を置き、部会を構成する者の中から委員長が指名する者がこれに当たる。 

４ 部会長は、部会の会務を総理し、部会における審議の状況及び結果を委員会に報告する。 

【経営・事業等評価委員会 委員】 

（五十音順） 

氏 名 所 属 ・ 役 職 

伊藤 禎彦 

上野 精一 

浦上 拓也 

北詰 恵一 

鍬田 泰子 

小牧 規子 

向山 敦夫 

京都大学大学院工学研究科教授 

公認会計士 

近畿大学経営学部教授 

関西大学環境都市工学部教授 

神戸大学大学院工学研究科教授 

元読売新聞編集委員 

大阪公立大学大学院経営学研究科教授 

【経営・事業等評価委員会 阪南水道事業料金検討部会 委員（案）】 

（順不同） 

氏 名 所 属 ・ 役 職 分 野 

（調整中） 

水道工学 

水道経営 

水道事業 

水道使用者 

水道使用者 

大学教授等 

水道行政経験者 

使用者代表 
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